
地域金融円滑化のための基本方針 

（平成２５年５月２３日改定） 

越前信用金庫 

 

越前信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給

し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力

を傾注して取り組んでまいります。 

 

１． 取組方針 

地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された

協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。 

私どもは、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等の相談があった場合には、これ

までと同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯

に取り組みます。 

 

２． 金融円滑化措置の適切な実施に向けた態勢整備 

当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を

図っております。 

・本基本方針、金融円滑化管理規定を策定し、理事会にて決議するとともに、金融円滑

化管理責任者に本部 業務部長を選任しております。 

・「中小企業経営力強化支援法」に基づく『経営革新等支援機関』に認定されております。 

・尚一層の企業支援に取り組むため、経営不振企業への支援要領を制定しております。 

・各営業店に金融円滑化相談窓口を設置しております。 

・本部に金融円滑化に係る苦情相談窓口を設置しております。 

・条件変更の相談を含め、休日ローン相談会を開催しています。 

 

３． 他の金融機関・外部専門家等との緊密な連携・活用 

当金庫は、お客様から貸付条件の変更等のお申込みがあった場合は、真摯かつ迅速に

取り組み、必要に応じて関係金融機関・外部専門家等と緊密な連携・活用を図りながら、

コンサルティング機能を発揮し、お客様の経営課題に応じた最適な解決策を提案のうえ

地域金融の円滑化に努めてまいります。 

 

＊なお、お客様からの貸付条件の変更等に関する苦情相談は、下記の相談窓口をご利用く

ださい。 

越前信用金庫 総務課 苦情相談担当まで フリーダイヤル 0120-1475-99 

以上 



 

＜金融円滑化措置の円滑な実施に向けた体制整備＞ 

  当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な体制整備を図

っております。 

 

（１） 各営業店に金融円滑化ご相談窓口を設置しております。 

 

（２） 金融円滑化管理責任者として、本部業務部長を選任しております。 

 

（３） 本部に金融円滑化に係る苦情・相談窓口を設置しております。 

 

（４） 条件変更の相談を含め、休日ローン相談会を開催しております。 

 

（５） 中小企業者への経営相談、経営改善等に取組んでおります。 

 

（６） 金融円滑化管理に係る体制と役割 
 

 ・理事会 

  理事会は、金融円滑化管理に係る最終責任機関として、金融円滑化に関する管理方針を

定め、金融円滑化のための管理方針に基づき金融円滑化管理規定の策定・見直しを図り

ます。 

  また、金融円滑化管理方針を徹底するための体制を構築します。 

 

 ・常勤会 

  常勤会は、金融円滑化管理責任者からの報告に基づき、金融円滑化管理に関する重要な

事項について協議し、指示・指導を行います。 

  また、金融円滑化管理を行うため、庫内の連絡・報告体制を整備・見直しを図り、管理

体制の改善を図ります。 

 

 

・金融円滑化管理責任者等 

金融円滑化管理責任者等は、関係業務部門及び営業店等に対し、金融円滑化の適切な実

施を確保するための具体的な方策の指示・管理・分析等を行い、中小企業者からの新規

融資や事業性資金に係る貸付条件の変更等に関する相談・申込み、住宅資金借入者から

の住宅資金に係る貸付条件の変更等に関する相談・申込みについて、適切な対応が行え

るよう体制を整備いたします。 



 

・金融円滑化管理部署 

金融円滑化管理全般を統括する金融円滑化管理部署を業務部、顧客保護等管理部署を総

務部、信用リスク管理部署を審査部とし、「金融円滑化管理方針」及び「金融円滑化管

理規定」に基づき、営業店及びその他関係する金融機関等と連携して、適切な金融円滑

化管理の実施を実行いたします。 

 

・営業店の役割 

営業店では、店舗長を金融円滑化及び顧客保護等の管理責任者、融資担当役席者を金融

円滑化担当者として、金融円滑化管理に関する体制の整備を図り、金融円滑化管理の状

況等を金融円滑化管理部署へ報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 金融円滑化に係る管理体制組織図 】 
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＜お客様からの融資のお申込みや貸付条件の変更等のお申込みに係る苦情相談の受付体制＞ 

 

（１） お客様からの融資のお申込みや貸付条件の変更等のお申込みに係る苦情相談は、全営

業店の他、本部においては総務課に金融円滑化苦情・相談窓口を設置しております。 

 

（２） お客様からの融資のお申込みや貸付条件の変更等のお申込みに係る苦情相談につい

ては、内容を記録・保存するとともに、営業店及び関係部署と連携して適切な対応を

行います。 

 

 

【 越前信用金庫金融円滑化窓口 】 

 

越前信用金庫は、お客様からの条件変更等に関するご相談・苦情に適切に対応できるよう、

金融円滑化窓口を設けております。 

 

＜ 苦情・相談専用窓口 ＞ 

 

苦情相談 総務課 

融資相談 審査課 

 

電 話 番 号  ０１２０－１４７５－９９（フリーダイヤル） 

  

営 業 時 間 平      日  ９：００～１７：００ 

 土・日曜日 休  み 

 祝      日 休  み 

 

 

＜お客様に対する経営改善支援への取組体制＞ 

経営支援については、審査部と営業店舗長等が連携し、お客様に対するきめ細かな経営相

談、経営指導、経営改善計画書策定支援や外部機関等との連携による経営改善支援に取り

組んでおります。 

 

 

 



 

第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 

（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

（単位：百万円） 

 平成 21年 

12月末 

平成 22年 

3月末 

平成 22年 

6月末 

平成 22年 

9月末 

平成 22年 

12月末 

平成 23年 

3月末 

平成 23年 

6月末 

平成 23年 

9月末 

平成 23年 

12月末 

平成 24年 

3月末 

平成 24年 

6月末 

平成 24年 

9月末 

平成 24年

12月末 

平成 25年 

3月末 

平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

貸付けの条件の変更

等の申込みを受けた

貸付債権の額 

 

490 

 

2,390 4,467 7,128 8,950 11,033 12,826 14,823 16,839 18,513 20,056 21,545 22,844 24,445 24,445 24,445 

 

うち、実行に係る 

貸付債権の額 

 

360 

 

2,244 4,136 6,382 8,556 10,783 12,502 14,030 16,040 17,672 18,977 20,389 21,549 23,145 23,268 23,268 

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の額 

 

0 

 

12 46 109 119 126 126 188 537 544 568 814 814 938 1,000 1,000 

 

うち、審査中の 

貸付債権の額 

 

130 

 

132 283 622 198 45 117 525 178 213 417 176 315 187 0 0 

 

うち、取下げに係

る貸付債権の額 

 

0 

 

0 1 13 75 77 79 79 83 83 92 165 166 174 174 174 

※ 平成 25年 6月末、平成 25年 9月末計数は、平成 25年 3月末現在における「審査中」の計数に対しての結果を平成 21年 12月末からの累計で記載しています。 

 

 



 

第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 

（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

（単位：件） 

 平成 21年 

12月末 

平成 22年 

3月末 

平成 22年 

6月末 

平成 22年 

9月末 

平成 22年 

12月末 

平成 23年 

3月末 

平成 23年 

6月末 

平成 23年 

9月末 

平成 23年 

12月末 

平成 24年 

3月末 

平成 24年 

6月末 

平成 24年 

9月末 

平成 24年

12月末 

平成 25年 

3月末 

平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

貸付けの条件の変更

等の申込みを受けた

貸付債権の数 

 

35 

 

201 424 632 796 969 1,167 1,331 1,487 1,642 1,794 1,943 2,059 2,195 2,195 2,195 

 

うち、実行に係る 

貸付債権の数 

 

28 

 

184 392 580 766 943 1,132 1,275 1,432 1,583 1,727 1,861 1,975 2,111 2,124 2,124 

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の数 

 

0 

 

3 7 12 14 15 15 20 36 37 38 43 43 49 54 54 

 

うち、審査中の 

貸付債権の数 

 

7 

 

14 24 38 12 6 14 30 12 15 21 25 26 18 0 0 

 

うち、取下げに係

る貸付債権の数 

 

0 

 

0 1 2 4 5 6 6 7 7 8 14 15 17 17 17 

※ 平成 25年 6月末、平成 25年 9月末計数は、平成 25年 3月末現在における「審査中」の計数に対しての結果を平成 21年 12月末からの累計で記載しています。 

 

 



 

第６ 法第５条に基づく措置の実施状況 

（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：百万円） 

 平成 21年 

12月末 

平成 22年 

3月末 

平成 22年 

6月末 

平成 22年 

9月末 

平成 22年 

12月末 

平成 23年 

3月末 

平成 23年 

6月末 

平成 23年 

9月末 

平成 23年 

12月末 

平成 24年 

3月末 

平成 24年 

6月末 

平成 24年 

9月末 

平成 24年

12月末 

平成 25年 

3月末 

平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付

債権の額 

 

34 

 

123 295 362 397 485 591 603 635 728 791 792 838 929 929 929 

 

うち、実行に係る 

貸付債権の額 

 

0 

 

67 253 275 348 429 542 542 583 657 724 725 746 806 862 862 

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の額 

 

0 

 

0 0 0 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

うち、審査中の 

貸付債権の額 

 

34 

 

55 2 47 0 6 0 11 0 19 15 0 25 56 0 0 

 

うち、取下げに係

る貸付債権の額 

 

0 

 

0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 54 54 54 54 54 

※ 平成 25年 6月末、平成 25年 9月末計数は、平成 25年 3月末現在における「審査中」の計数に対しての結果を平成 21年 12月末からの累計で記載しています。 

 

 



 

第６ 法第５条に基づく措置の実施状況 

（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：件） 

 平成 21年 

12月末 

平成 22年 

3月末 

平成 22年 

6月末 

平成 22年 

9月末 

平成 22年 

12月末 

平成 23年 

3月末 

平成 23年 

6月末 

平成 23年 

9月末 

平成 23年 

12月末 

平成 24年 

3月末 

平成 24年 

6月末 

平成 24年 

9月末 

平成 24年

12月末 

平成 25年 

3月末 

平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付

債権の数 

 

2 

 

11 20 26 31 38 45 47 52 64 68 69 77 86 86 86 

 

うち、実行に係る 

貸付債権の数 

 

0 

 

7 16 20 27 33 41 41 47 57 62 63 67 77 80 80 

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の数 

 

0 

 

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

うち、審査中の 

貸付債権の数 

 

2 

 

4 1 3 0 1 0 2 0 2 1 0 4 3 0 0 

 

うち、取下げに係る

貸付債権の数 

 

0 

 

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

※ 平成 25年 6月末、平成 25年 9月末計数は、平成 25年 3月末現在における「審査中」の計数に対しての結果を平成 21年 12月末からの累計で記載しています。 

 

 



 

＜自主開示分＞ 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

※ 平成 21年 12月から現在までに貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の累計 

（単位：百万円） 

 平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

平成 25年 

12月末 

平成 26年 

3月末 

平成 26年 

9月末 

平成 27年

3月末 

平成 27年

9月末 

平成 28年

3月末 

        

貸付けの条件の変更

等の申込みを受けた

貸付債権の額 

 

26,371 

 

27,597 28,985 30,130 32,597 34,917 37,447 39,857         

 

うち、実行に係る 

貸付債権の額 

 

24,693 

 

26,260 27,606 28,793 31,154 33,378 35,638 37,920         

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の額 

 

1,001 

 

1,035 1,056 1,068 1,104 1,104 1,165 1,250         

 

うち、審査中の 

貸付債権の額 

 

502 

 

128 131 78 146 148 356 374         

 

うち、取下げに係

る貸付債権の額 

 

174 

 

174 189 189 192 286 286 311         

 

 



 

＜自主開示分＞ 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

※ 平成 21年 12月から現在までに貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の累計 

（単位：件） 

 平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

平成 25年 

12月末 

平成 26年 

3月末 

平成 26年 

9月末 

平成 27年

3月末 

平成 27年

9月末 

平成 28年

3月末 

        

貸付けの条件の変更

等の申込みを受けた

貸付債権の数 

 

2,353 

 

2,493 2,620 2,730 2,971 3,199 3,458 3,686         

 

うち、実行に係る 

貸付債権の数 

 

2,256 

 

2,400 2,523 2,642 2,865 3,087 3,324 3,560         

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の数 

 

54 

 

55 60 62 67 67 70 76         

 

うち、審査中の 

貸付債権の数 

 

26 

 

21 16 5 16 15 34 14         

 

うち、取下げに係

る貸付債権の数 

 

17 

 

17 21 21 23 30 30 36         

 

 



 

＜自主開示分＞ 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

※ 平成 21年 12月から現在までに貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の累計 

（単位：百万円） 

 平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

平成 25年 

12月末 

平成 26年 

3月末 

平成 26年 

9月末 

平成 27年

3月末 

平成 27年

9月末 

平成 28年

3月末 

        

貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付

債権の額 

 

962 

 

1,002 1,031 1,089 1,251 1,323 1,382 1,530         

 

うち、実行に係る 

貸付債権の額 

 

880 

 

895 956 991 1,123 1,225 1,300 1,417         

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の額 

 

12 

 

12 19 19 27 27 27 27         

 

うち、審査中の 

貸付債権の額 

 

15 

 

39 0 24 46 16 0 0         

 

うち、取下げに係

る貸付債権の額 

 

54 

 

54 54 54 54 54 54 85         

 

 



 

＜自主開示分＞ 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

※ 平成 21年 12月から現在までに貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の累計 

（単位：件） 

 平成 25年 

6月末 

平成 25年 

9月末 

平成 25年 

12月末 

平成 26年 

3月末 

平成 26年 

9月末 

平成 27年

3月末 

平成 27年

9月末 

平成 28年

3月末 

        

貸付けの条件の変更等

の申込みを受けた貸付

債権の数 

 

90 

 

92 96 105 116 124 133 144         

 

うち、実行に係る 

貸付債権の数 

 

82 

 

84 89 96 106 115 125 135         

 

うち、謝絶に係る 

貸付債権の数 

 

2 

 

2 3 3 4 4 4 4         

 

うち、審査中の 

貸付債権の数 

 

2 

 

2 0 2 2 1 0 0         

 

うち、取下げに係る

貸付債権の数 

 

4 

 

4 4 4 4 4 4 5         

 

 


